
電話

（第 1 章）

（第 5 節）

（第　 1

～ 年度

【事務事業を評価する指標（ものさし）】
指　　　標　　　値

10 0

20 0

100 100

16年度目標値 最終目標値

500 500

成果指標 １．過誤件数

（目的の達成
度を測るもの
さし）

２．不適切事例件数

（事務事業の
活動量や実
績）

２．事例検討件数

指　　　標 指　　　標(算式）

活動指標 １．突合件数

事務事業開始の
きっかけ（市民ニー
ズ、住民要望等）

   介護保険制度の基本理念である、居宅重視と自立支援を促進するためには、利用者に適切なケアプ
ランに基づくサービスが提供されることが重要となることから、国の補助事業（単年度限り）を受け本事業
に取り組むものです。

節
施策

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

在宅福祉サービスの充実

上位施策との関連
（総合計画での位
置付け）

高齢者福祉

□　あり ■　なし総合計画(第１次実施計画）

内線819

15.9.

安全で安心できるまち

作成部署ケアプラン適正化推進事業事務事業名

市川　洋一部長職名

施策）

１　計　画　（プラン）

事務事業開始年度

章

16
根拠法令等 介護保険法

　〃 終了予定年度

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっている
のか｡対象をどのよう
な状態にしたいの
か）

１6
年
度

市が行う事務
事業の具体
的な実施内
容
（※補助金等
の場合は団
体等の活動
内容）

　　　　同　　上

居宅介護支援事業所が作成するケアプラン

　 居宅介護支援事業者からケアプランの提出を受け、国保連データとの突合による給付
実績の点検や利用者の介護度の維持・回復につながらないケアプランの抽出によるサー
ビス内容の点検・分析を行うなかで、ケアマネジメントの適正化を推進し介護給付費の適
正化を図る。

　総　事　業　費 ①＋④

直接事業費

【費用の推移】

その他特財

一般財源

国支出金

道支出金

（単位：千円）

予算要求予定額

人 　件 　費
（概算）

１．給付実績点検事業～ケアプランと国保連データ等との突合による給付内容の点検。
２．ケアプラン事例検討事業～ケアプランを基に、課題分析内容とサービス内容を検証する。
※国の介護費用適正化特別対策事業の補助により、システム改修など環境整備の後、本事業に
取り組む。

地方債

④＝②×③

区　　　　分
16年度 17年度以降予定額

17
年
度
以
降

実施計画額 毎年度

↓ ↓
終期のある事務事
業はこの欄に17年
度以降の総額を記
入

終期のない事務事業
はこの欄に単年度の
概算額を記入

 平成１6年度事務事業評価調書（新規用）　　　　北広島市

保健福祉部介護保険課

佐藤　隆

別紙２

19－11整理番号

事務区分 課長職名 作成日■自治事務　　□法定受託事務　

0

③１人当り年間平均人件費

①合　計

9,000

②人　数（年間）

9,000 9,000

0.40

5,350 0 200

200

5,350

0

0.20

9,000

1,800

0 2,0000

3,600

8,950

0



　判　　　　定 今後の方向性等【1次評価】

□妥当でない
【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから、
設定した対象や意図は妥
当ですか】

□概ね妥当である　

　介護給付費の適正化を図るため実施すべきである。

■実施する

□見直しの上で実施する

□実施時期を遅らせる

□実施について再検討する

□実施しない

【目的を達成するための
手段は適切ですか。他の
手段や委託化などの可能
性はありませんか】

□民間等への委託等が可能である

□民間等への一部委託が可能である

　事務事業担当部局
　の総合的な考え方

※以下の欄は記入しないでください。

19－11整理番号

２　評　価　（チェック）

３　総合判定と今後の方向性

市が実施する必要性

【受益者負担が必要また
は可能である場合、具体
的な方法等を理由等の欄
に記入してください】

　行財政構造改革推
　進本部の総合判定

手段の妥当性

■実施する

□見直しの上で実施する

　判　　　　定

【事務事業担当部局内優先度】

※部局で所管するすべての事務事業の中で、この事務事業の位置づけはどの程度ですか

【２次評価】

□実施時期を遅らせる

今後の方向性等

   事業所が作成するケアプランが、介護保険サービスを利用している
方にとって適正なものになっているかどうかの点検を行うことにより、
利用者への適切なサービスの提供と介護保険制度の安定化に寄与
するものであり、実施すべきである。

□実施について再検討する

□実施しない

■適切である

判　定項　　目

【必要性・妥当性・有効性・緊急性の評価】

理由・方法等
■市が実施すべき事務事業である

□民間等への移管は可能であるが当面　

■妥当である

受益者負担の必要性

【市が実施すべき事務事
業ですか。市民・企業等
での実施可能性はありま
せんか】

目的の妥当性

　　行政で実施すべきである

□民間等で実施すべきである

□他の手法がある

  サービスの質的向上により在宅生活を推進するうえ
で妥当と考える。

  ケアプランに基づきサービスが提供されていること
から、そのケアプランをチェックすることでサービスの
質的向上が図られる。

  保険者として市が実施すべき事業である。

□受益者負担を求める必要がある

□受益者負担を求めることは可能である

■受益者負担になじまない

事業の有効性 ■十分効果が期待できる

  適切なケアプランづくりに寄与することにより、居宅
サービスの充実が図られ、給付費の適正化につなが
る。

【事務事業の社会的・経
済的効果はどの程度です
か。効果の内容を具体的
に記入してください】

□ある程度効果が期待できる

□あまり効果が期待できない

■Ａ 　　 　□ B　　 　□C

事業の緊急性 ■16年度から着手する必要がある

  居宅サービス利用者数が増えてきているなか、適切
なサービスが提供されているかを検証することは、給
付費の適正化を図るうえから急務である。

【社会経済情勢や市民
ニーズの変化などから緊
急度はどの程度ですか】

□17年度以降の着手も可能である

□あまり緊急性はない


